
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 





 

 

 
⽬ 次（案） 

 

 

序章  都市計画マスタープランの策定について ................   序-1 

１ 都市計画マスタープランとは ...................................................   序-1 

２ 都市計画マスタープランの位置づけ ..........................................   序-2 

３ 策定体制 ............................................................................   序-3 

４ 策定⽅針 ............................................................................   序-4 

５ 計画の構成 .........................................................................   序-5 

６ 計画期間 ............................................................................   序-5 

 

第１章  現況と課題 ..................................................   １-1 

１ 位置づけ .............................................................................. １-1 

２ 都市の現況 ........................................................................... １-2 

３ 都市づくりの課題 .................................................................. １-28 
 

第２章  全体構想 .....................................................  ２-1 

１ 都市づくりの基本理念・⽬標 ..................................................... ２-1 

２ 将来フレーム ......................................................................... ２-6 

３ 将来都市構造 ......................................................................... ２-9 

４ 分野別のまちづくり⽅針 .......................................................... ２-11 

本日の協議部分 



 

 

 

第３章  地域別構想 .....................................................  3-  
１ 南部地域 ................................................................................. 3- 

２ ⻄部地域 ................................................................................. 3- 

３ 中部地域 ................................................................................. 3- 

４ 中東部地域 .............................................................................. 3- 

５ 中北部地域 .............................................................................. 3- 

６ 東部地域 ................................................................................. 3- 

７ 北部地域 ................................................................................. 3- 
 

 

第４章  まちづくり推進⽅針 ..........................................  4-  
１ 基本⽅針 ................................................................................. 4- 

２ まちづくりの実現に向けた取組み .................................................. 4- 

 
 

 

 

 

参考資料 
 

○○ .....................................................................   参考- 

○○ .....................................................................   参考- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

序-1 

序章 都市計画マスタープランの策定について 

 

１ 都市計画マスタープランとは 

 

近年、本市を取り巻く社会情勢は、少子高齢化の進行・人口減少社会の到来や価値感・

ライフスタイルの多様化、急速に進歩する情報通信技術など、大きな変化を迎えていま

す。こうした中で、平成 30 年に新しく市の最上位の計画となる「第六次春日井市総合計

画」を策定しました。 

春日井市都市計画マスタープランは、春日井市総合計画における目標を具体化し、社

会情勢の変化に伴い、大きな転換期を迎えている本市のまちづくりを推進するための計

画となっています。 

将来にわたって持続可能な都市を築くためには、これまでのまちづくりを尊重しつつ、

新たな時代にふさわしいまちづくりを進めることが求められます。 

そのため、機能的で質の高いまちづくりを目標に、賑わいや活力が生み出され、持続

して成長していくため、新たな時代に即した都市の将来像の実現に向けて、都市計画マ

スタープランを策定することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

序-2 

 

２ 都市計画マスタープランの位置づけ 

 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２に基づく｢市町村の都市計画に

関する基本的な方針｣のことであり、都市の将来像や整備方針を明確にし、行政と住民が

それらを共有しながら実現していくことを目的として策定します。 

春日井市都市計画マスタープランの策定にあたっては、上位計画である「第六次春日

井市総合計画」及び愛知県が定める「都市計画区域マスタープラン（整備、開発及び保

全の方針）」の内容に即するとともに、「春日井市立地適正化計画」や「春日井市公共施

設等マネジメント計画」をはじめとする関連計画との整合を図り策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

第六次春日井市総合計画 

春日井市の上位計画  愛知県の上位計画 

都市計画区域マスタープラン 

即す 

上 位 計 画  

春日井市都市計画マスタープラン 

・土地利用やまちづくりの基本的な方針を示す 

春日井市立地適正化計画 

○都市機能誘導区域（誘導施設）○居住誘導区域 

〇高蔵寺リ・ニュータウン計画    〇春日井市公共施設等マネジメント計画 

 〇春日井市下水道基本計画      〇春日井市水安全計画 

〇春日井市産業振興アクションプラン 〇春日井市空き家等対策計画 

〇春日井市地域防災計画       〇春日井市環境基本計画 

〇春日井市都市景観基本計画     〇新かすがいっ子未来プラン    等 

〇春日井市高齢者総合福祉計画        

関 連 計 画  

連携・整合 

整合 
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３ 策定体制 

 

市民協働によるまちづくりを進めるため、市民意見公募や市民の生の声を把握するた

めに地域懇談会を開催し、いただいた意見を計画づくりに活かします。 

市民意見を踏まえた案を庁内の策定組織で素案を作成し、学識経験者や市民代表者な

どからなる策定委員会で検討し、その上でまとめられた計画案を都市計画審議会に諮り、

策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

◆推進会議 
（関係部署 部長級職員） 
・企画政策部 ・財政部 
・産業部 ・まちづくり推進部 
・建設部 ・上下水道部 
・健康福祉部 ・青少年子ども部 

（関係部署 課長級職員） 
・企画政策課 ・財政課  

・管財契約課 ・企業活動支援課 

・農政課 ・都市整備課 

・ニュータウン創生課 ・建築指導課 

・道路課 ・公園緑地課  

・河川排水課 ・上下水道経営課 

・地域福祉課 ・介護・高齢福祉課  

・障がい福祉課 ・子ども政策課 

◆子育て職員ワークショップ 

都市計画審議会 

市 民 

 地域懇談会 

 市民意見公募 

策定委員会 

◆学識経験者  

◆区長町内会長連合会 

◆商工会議所 

◆愛知県 

協議 

提案・意見 

指示 報告 

答申・意見等 

諮問・報告 

◆作業部会 

春日井市（庁内組織） 

その他（若者世代）

 大学生からのまちづくり提案 

市議会 
報告 

◆事務局（都市政策課） 
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４ 策定方針 

 

平成 21 年に策定した都市計画マスタープランの検証結果を踏まえ継続すべき方針を

明確化したうえで、この 10 年間で変化した社会情勢や今後の人口動態などの将来見通

しから捉えるべき都市づくりの視点を 5 つに整理し、まちづくりの基本計画となる都市

計画マスタープランを策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 

人口減少・少子高齢

化への対応 

視点２ 

産業の活性化 

視点３ 

子育て世代が魅力的

と感じる都市づくり

視点５ 

既存施設の管理・更

新費への対応 

視点４ 

安全・安心な市街地

の形成 

 

都市計画マスタープラン策定に向けた視点の整理 

1.人口動向について     

今までの人口増加に伴う住宅地の提供や工業、商業地の提供を進めてきたなか、今

後の人口動向を的確に捉え、どのような土地利用、市街地整備（高蔵寺ニュータウン

の対策等）を目指していくか検討が必要です。 

2.産業について 

活力と雇用を生み出す産業振興を図るため、利便性の高い広域的な交通を活かした

効果的な産業基盤の創出が必要です。 

3.子育て世代にとっての魅力向上について 

子育て世代にとって住みたくなる魅力的な住環境を提供するため、どのような効果

的かつ戦略的な土地利用、市街地整備（拠点整備）を目指していくべきか検討が必要

です。 

4.安全・安心について 

市民が安心して暮らし続けることができる住環境を提供するため、生活道路等の歩

行環境の改善や、水害に対する安全な住宅地の形成など、地域の実情に応じた都市基

盤の実現が必要です。 

5.公共施設等について 

公共施設の継続的な維持・更新をするためには、効果的な財政投資を実施していく

ことが必要となります。また、既存ストックを有効活用して魅力的な都市づくりに繋

げていくことが必要です。 

 

視点１ 

視点２ 

視点３ 

視点４ 

視点５ 
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５ 計画の構成 

 

計画の主な構成は全体構想と地域別構想からなり、全体構想では、第六次春日井市総

合計画などの内容を踏まえ、都市づくりの理念・目標と将来都市像を設定し、これらを

実現するための将来都市構造や分野別のまちづくり方針を示します。 

地域別構想では全体構想を踏まえ、地域の特性や地域懇談会などで把握した市民の声

を活かした目標と方針を定めます。 

まちづくり推進方策では、全体構想や地域別構想で示した目標や方針を実現するため

の方策を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

６ 計画期間 

  

長期的な都市の姿については、概ね 20 年後の 2040 年を目指しつつ、都市の姿の実現

に向けた本計画の目標年次は、10 年後の 2029 年とします。なお、土地利用や都市計画

に関わる社会情勢の変化や、市民のまちづくりに関する意識の変化などにあわせ、必要

に応じて、適宜見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 10年後 目指す将来ビジョン 

2020年 計画期間 2040年 2029年 

 都市計画マスタープランとは 

（策定の目的と位置づけ、策定体制、 

策定方針、計画の構成、計画期間） 

 位置づけ      都市の現況 

 都市づくりの課題  市民の声（地域懇談会）

 都市づくりの基本理念・目標 

（将来都市フレーム） 

 将来都市構造 

 分野別のまちづくり方針 

 地域別まちづくり 

・地域区分の設定 

・地域別まちづくり 

（地域特性、まちづくりの課題、まちづくり方針） 

・基本方針 

・まちづくりの実現に向けた取組み 

都市計画 
マスタープランの 
策定について 

現況と課題 

全体構想 

地域別構想 

まちづくり 
推進⽅針 

 序
章 

１
章 

２
章 
３
章

４
章
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第１章 現況と課題 

     

１ 位置づけ 

 
 

    位置  

 

本市は、東西に約 15.7ｋｍ、南北に約 13.7ｋ

ｍで面積は 92.78ｋ㎡であり、愛知県では、名古

屋市、小牧市、犬山市、瀬戸市、豊山町の４市１

町と、岐阜県では多治見市と接しています。 

また、東名高速道路、中央自動車道、名古屋第

二環状自動車道、一般国道１９号や１５５号な

どの幹線道路網や県営名古屋空港に隣接するな

ど利便性の高い広域的な交通に恵まれています。 

 

 

市の沿革 

 

市制の施行は、昭和 18 年６月１日で、太平

洋戦争のさなかに、勝川町、鳥居松村、篠木

村、鷹来村の４か町村が合併し、鳥居松工し

ょう、鷹来工しょうを擁する軍需産業都市と

して誕生しました。しかし、終戦により、農業

の奨励や工場の誘致などに努力し、昭和 25 年、

王子製紙春日井工場の誘致を機に、内陸の工

業都市として歩み始めました。 

昭和 33 年 1 月には、隣接する高蔵寺町と坂

下町を合併し、人口 7 万人余りの都市となり

ました。昭和 30 年代後半に入り、土地区画整

理事業の推進、高蔵寺ニュータウンの建設が

始まり、この頃から、住宅都市としての性格 

が強まってきました。このため良好な住環境の形成に重点をおいたまちづくりを進め、昭

和 49 年には人口 20 万人、平成 17 年には人口 30 万人を突破し、現在では人口 31 万人を

擁する中部圏の中堅都市として発展しています。 

 

 

10km

20km

30km

（１）

■春日井都市計画区域変遷 

（２）

現在の 
春日井市

昭和33年 

合併

高蔵寺町

坂下町

春日井市 
市制施行 

（昭和18年） 
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２ 都市の現況 

 

  都市の現況は、本市を取り巻く社会潮流の変化を適切に捉え、戦略的かつ効果的なまち

づくりを進めるために示した以下の５つの視点で整理を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （１）人口・世帯数の動向 

 （２）土地利用・建物利用の動向 

（３）市内の移動実態 

（４）公共交通の人口カバー状況 

 視点１：人口減少・少子高齢化への対応 

 （５）周辺市町との移動動向 

 （６）産業構造 

（７）都市基盤（道路）の状況 

 視点２：産業の活性化 

 （８）公共交通の利用状況 

 （９）都市基盤（公園緑地）の状況 

 視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり 

 （10）防災関連 

 視点４：安全・安心な市街地の形成 

 （11）公共公益施設の現況 

 視点５：既存施設の管理・更新費への対応 
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人口・世帯数の動向 

 

人口の推移 

 

本市の人口は、増加が続いており、平成 27 年において 306,508 人となっていますが、

今後は人口が減少するとともに、高齢化が進行すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）

（１）

資料：国勢調査（H2～H27）、国立社会保障・人口問題研究所（2020～2040）

■人口の推移 

視点１：人口減少・少子高齢化への対応 

50,799 44,243 43,692 44,951 46,032 43,271 40,808 37,974 35,922 34,219 33,323
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人口密度の状況 

 

ＪＲ勝川駅及び春日井駅等駅周辺、ＪＲ高蔵寺駅周辺や高蔵寺ニュータウンにかけて人

口密度が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）

■人口密度 

資料：国勢調査（H27）

※100m メッシュ
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高齢化の状況 

 

高齢化率の分布をみると、市街化区域内では、高蔵寺ニュータウンやＪＲ春日井駅東側

の熊野町の一部で他の地域と比べ高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（H27）

■高齢化率の状況 

３）

※100m メッシュ
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人口増減の状況 

 

人口増減率の状況をみると、市街化区域内ではＪＲ勝川駅周辺、ＪＲ神領駅周辺から高

蔵寺駅周辺にかけて人口増加が多くみられます。一方、高蔵寺ニュータウンでは、20％以

上減少した地区もみられます。 

また、市街化調整区域では人口が減少している地域が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（H17、H27）

■人口増減率の状況 

４）

※500m メッシュ
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世帯数の推移 

 

本市の世帯数は、これまで増加傾向にあります。その一方で、１世帯あたり人員は平成

2 年の 3.14 人／世帯から平成 27 年の 2.43 人／世帯に減少しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（H2～H27） 

■世帯数の推移と世帯あたり人員の推移 

 

世帯状況をみると、夫婦のみの世帯や夫婦と子どもからなる世帯などの核家族世帯が増

加傾向にあるほか、一人暮らし世帯も増加傾向にあり、孤立する世帯の増加が懸念されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（H2～H27） 

５）
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土地利用・建物利用の動向 

 

土地利用 

 

土地利用の状況は、住宅用地が も多く、幹線道路沿道に商業用地が多く分布していま

す。農地は、土地区画整理事業施行済の地域も含め市街化区域内の北西部及びＪＲ中央本

線南側のＪＲ春日井駅と神領駅の間などで残存しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■土地利用の状況 

１）

（２）

資料：春日井市資料

視点１：人口減少・少子高齢化への対応 

■土地利用の状況 

 

資料：都市計画基礎調査（H25）

■土地区画整理事業施行区域 
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住宅（種別と階層）の分布状況 

 

ＪＲ春日井駅や勝川駅のほか、高蔵寺ニュータウンの一部地域において共同住宅の分布

が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■住宅（種別と階層）の分布状況 

２）

資料：都市計画基礎調査（H29）
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市内の移動実態 

 

「通勤・通学」目的の移動実態 

 

市内の移動実態としては、ＪＲ神領駅辺りを境として市内の東部と西部で分かれており、

東部と西部を跨ぐ移動よりも、それぞれの内部での移動が多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）

（３）

■「通勤・通学」目的の移動実態 

資料：平成 23 年中京都市圏パーソントリップ発生・集中量データ【国土数値情報】

視点１：人口減少・少子高齢化への対応 
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「自由」目的の移動実態 

 

高蔵寺ニュータウンでは団地内の移動が多くなっています。また、市内の移動としては、Ｊ

Ｒ神領駅辺りを境として、東部と西部それぞれの内部で移動が行われている傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）

■「自由」目的の移動実態 

資料：平成 23 年中京都市圏パーソントリップ発生・集中量データ【国土数値情報】
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公共交通の人口カバー状況 

 

公共交通の運行サービスについては、基幹的公共交通となる鉄道・バス路線の市全域に対す

る人口カバー率は 64％です。コミュニティバスを含めた全路線の人口カバー率は 93％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）

■基幹的公共交通（片方向 30 本/日以上）の人口カバー状況 

資料：国勢調査（H27）、名鉄バス、あおい交通、春日井市資料 

視点１：人口減少・少子高齢化への対応 

基幹的公共交通 
人口カバー率 

64% 

 

※100m メッシュ 
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■公共交通全路線の人口カバー状況 

資料：国勢調査（H27）、名鉄バス、あおい交通、春日井市資料 

※100m メッシュ 公共交通全路線 
人口カバー率 

93% 
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周辺市町との移動動向 

 

通勤・通学流動 

 

通勤・通学流動の流入元は、名古屋市、小牧市、多治見市、瀬戸市といった周辺市町が

多くみられます。流出先は、名古屋市が半数以上を占めており、次いで周辺都市である小

牧市、瀬戸市が多くなっています。この他、豊田市への流出も多くみられます。 

市全体で流出超過となっていますが、その大部分は名古屋市、小牧市への流出超過が占めて

おり、一方、多治見市、一宮市、犬山市などでは流入超過となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（H27） 

  

流動総数
(人)

割合
(%)

81,764 51%

75,949 47%

名古屋市 42,311 55.7%

小牧市 11,535 15.2%

瀬戸市 2,414 3.2%

豊田市 1,644 2.2%

豊山町 1,197 1.6%

尾張旭市 1,161 1.5%

多治見市 1,116 1.5%

北名古屋市 1,030 1.4%

犬山市 891 1.2%

一宮市 863 1.1%

11,787 15.5%

3,941 2%

161,654 100%

春日井市内

春日井市外

市町村名

上
位
　
自
治
体

市外（その他）

不　詳

合　計

1010

流動総数
(人)

割合
(%)

81,764 60%

49,017 36%

名古屋市 16,339 33.3%

小牧市 6,976 14.2%

 多治見市 3,267 6.7%

瀬戸市 2,450 5.0%

一宮市 1,653 3.4%

尾張旭市 1,501 3.1%

犬山市 1,166 2.4%

可児市 951 1.9%

北名古屋市 913 1.9%

土岐市 881 1.8%

12,920 26.4%

4,517 3%

135,298 100%

春日井市内

春日井市外

上
位
　
自
治
体

市外（その他）

合　計

不　詳

市町村名

1010

１）

（５）

流入（総数） 

流出（総数） 

視点２：産業の活性化 

■通勤・通学流動図（流入） 

■通勤・通学流動図（流出） 
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産業構造 

 

農業の動向 

 

農家数は、減少傾向にあり、平成 27 年には平成 2 年の半数以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市統計書 

■農家数の推移 

 

工業の動向 

 

事業所数は、減少傾向にあり、従業者数は平成 17 年までは減少、平成 17 年以降は横ば

いとなっています。 

製造品出荷額等は、平成 22 年を境に増加に転じ、平成 29 年には 748,281 百万円となっ

ています。 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

   

     

注：従業員４人以上の事業所（製造業）        

資料：工業統計調査（H2～H29）    

■事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 

（６）

１）

２）

視点２：産業の活性化 

82 110 114 92 118 11746 30 56 52 5 21

1,181

866
716

420 395
244

1,774

1,386 1,475
1,309

1,070 1,099

3,083

2,392 2,361

1,873
1,588 1,481

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

（戸）

専業農家 第１種兼業農家 第２種兼業農家 自給的農家 総数

1,307 1,181 1,069 903 766 693 638

31,200
30,020

26,825
24,357 24,378 24,279 24,574

810,015 790,344

728,123
701,499

668,761

724,743 748,281

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2014

（H26）

2017

（H29）

（百万円）（人・事業所）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等
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また、工業地域及び工業専用地域の地域内には、一団の未利用地がほぼ残存していない

状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業の動向 

 

事業所数、従業者数ともに平成 19 年から平成 24 年にかけて大幅に減少していたもの

の、平成 24 年を境に増加に転じています。 

年間販売額は、リーマンショックなどの影響もあり、平成 19 年から平成 24 年にかけて

大幅な減少があるものの、全体としては増加傾向にあります。 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市統計書（H29）、経済センサス活動調査（H24、H28） 

■事業所数・従業者数・年間販売額の推移 

田
 

畑
山
林

水
面

 
そ
の
他
の

自
然
地

住
宅
用
地

商
業
用
地

工
業
用
地

公
的
・

公
益
用
地

道
路
用
地

交
通
施
設

用
地

公
共
空
地

そ
の
他
の

空
地

低
未
利
用
地

（ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha） （ha）

12.5 18.7 7.1 8.2 13.7 137.0 79.0 327.1 61.1 127.7 18.6 20.0 0.0 55.4 886.0

12.5 18.2 0.1 3.9 6.0 128.0 53.9 108.5 49.4 100.1 14.6 17.3 0.0 30.4 543.0

(2.3%) (3.3%) (0.0%) (0.7%) (1.1%) (23.6%) (9.9%) (20.0%) (9.1%) (18.4%) (2.7%) (3.2%) (0.0%) (5.6%) (100%)

0.0 0.4 0.8 1.7 3.8 8.0 20.4 53.0 8.9 14.2 1.7 2.5 0.0 2.5 118.0

(0.0%) (0.3%) (0.6%) (1.5%) (3.2%) (6.8%) (17.3%) (44.9%) (7.6%) (12.1%) (1.4%) (2.1%) (0.0%) (2.1%) (100%)

0.0 0.1 6.3 2.5 3.8 1.0 4.7 165.5 2.7 13.4 2.3 0.1 0.0 22.5 225.0

(0.0%) (0.0%) (2.8%) (1.1%) (1.7%) (0.5%) (2.1%) (73.6%) (1.2%) (6.0%) (1.0%) (0.1%) (0.0%) (10.0%) (100%)

都市的土地利用

合
　
計

工業系

準工業地域

工業地域

工業専用地域

種別

自然的土地利用

３）

現在は、ほぼ工業用地に転換している 

（明和東工業団地部分） 

資料：都市計画基礎調査（H25） 

2,913 2,569 2,491 2,413 1,788 1,859

21,735 21,139 20,826

20,892

16,192

18,851
535,595

568,745
594,200

661,820

502,510

696,654

0

120,000

240,000

360,000

480,000

600,000

720,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

1999

（H11）

2002

（H14）

2004

（H16）

2007

（H19）

2012

（H24）

2016

（H28）

（万円）（事業所・人）

事業所数 従業者数 年間販売額
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産業別就業者数の動向 

 

平成 27 年の産業別就業者数は、第１次産業 916 人、第２次産業 43,101 人、第３次産業

96,234 人となっています。 

第１次産業就業者数は減少傾向でありますが、その比率は僅かとなっています。第２次

産業の就業者数の比率は約 3 割となっていますが、平成 22 年まで減少、その後、平成 27

年は平成 22 年と同程度となっています。一方、第３次産業の就業者の比率は約 7 割とな

っていますが、比率ともに増減はあるものの全体として増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（H2～H27） 

 

 

 

 

 

■産業別就業者数の構成数の推移 

 

  

※産業分類  

第１次産業 農業、林業、漁業 

第２次産業 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業 

第３次産業 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、

不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連

サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分

類されないもの）、公務（他に分類されるものを除く） 

４）

1,659（1.2%）

1,513（1.0%）

1,165（0.8%）

1,327（0.9%）

945（0.7%）

916（0.7%）

54,998（40.8%）

55,950（38.2%）

52,134（35.3%）

46,843（32.2%）

42,223（30.6%）

43,101（30.7%）

78,155（58.0%）

88,998（60.8%）

94,405（63.9%）

97,211（66.9%）

95,032（68.8%）

96,234（68.6%）

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

第１次産業 第２次産業 第３次産業
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都市基盤（道路）の状況 

 

都市計画道路 

 

市街化区域の一部地域において未整備区間が存在していますが、その多くが現在事業中

の土地区画整理事業区域内に含まれています。市街化調整区域については、小牧市方面の

道路で未整備区間が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市資料（H29）  

■都市計画道路等の整備状況 

 

１）

（７） 視点２：産業の活性化 
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道路の混雑状況 

 

市内の幹線道路において、一般国道１９号にアクセスする道路で渋滞している区間が見

られます。そのほか、一般国道１５５号や市北部など、都市計画道路の未整備区間となっ

ている周辺道路においても、渋滞している区間が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（H27） 

■道路の混雑状況 

  

２）

混雑度 1.5 以上又は旅行速度 15km/h 以下の調査区間

渋滞の定義 

 混雑度 1.5 以上又は旅行速度 15km/h 以下の調査区間 

 

※混雑度 ：調査区間の交通容量に対する交通量の割合 
旅⾏速度：調査区間の⾛⾏所要時間（信号や渋滞等による停⽌時

間を含む）と速度調査区間延⻑から算出した速度 
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公共交通の利用状況 

 

   鉄道 

鉄道駅の乗降客数の合計は、1 日あたり約 15 万人です。ＪＲ中央本線の利用者数は、ＪＲ

勝川駅及び神領駅が増加傾向である一方、ＪＲ春日井駅及び高蔵寺駅は減少傾向にあります。 

名鉄小牧線の乗降客数は、すべての駅で増加傾向にあります。 

  

4,806 4,580 4,394 4,406

6,269

7,518

8,351

9,094 9,520
9,792 9,541 9,681

10,157
10,589

11,243 11,437

12,095
12,571

1,570 1,512 1,482 1,482
2,323

2,844
3,251

3,523 3,706 3,798 3,796 3,821 3,908 4,013 4,213 4,299 4,549 4,727

1,043 986 937 940

1,435
1,783 1,986 2,208 2,265 2,394 2,317 2,310 2,440 2,555 2,788 2,844 2,961 3,018

1,195 1,133 1,109 1,123

1,388 1,610 1,704 1,913 2,011 2,075 1,872 1,958 2,082 2,112 2,159 2,207 2,322
2,415

999 949 867 860 1,123 1,281 1,410 1,450 1,538 1,525 1,556 1,593 1,728 1,910 2,082 2,086 2,263 2,411

1999

（H11）

2000

（H12）
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（H13）

2002

（H14）

2003

（H15）

2004

（H16）

2005

（H17）

2006

（H18）

2007

（H19）

2008

（H20）

2009

（H21）

2010

（H22）

2011

（H23）
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（H24）

2013

（H25）

2014

（H26）
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（H27）

2016

（H28）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
（人/日）

合計 味美駅 春日井駅 牛山駅 間内駅

■ＪＲ中央本線 乗降客数 
資料：春日井市統計書

■名鉄小牧線 乗降客数 
資料：春日井市統計書

１）

（８）  視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり 

30,050 30,310 30,524 30,782
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バス 

 

かすがいシティバスの年間利用者数は、増加傾向にあります。 

サンマルシェ循環バスの年間利用者数は、藤山台ルート、石尾台ルートともに平成 24 年以

降ほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市統計書 

■かすがいシティバス 路線別年間利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市統計書 

■サンマルシェ循環バス 路線別年間利用者数 

 

２）

142,503
147,865 148,575 145,150 143,781

73,936
78,110 79,343 79,347 79,126

68,567 69,755 69,232 65,803 64,655
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都市基盤（公園緑地等）の状況 

 

公園及び緑地は、232 箇所の都市計画公園をはじめ、１箇所の都市計画墓園、14 箇所の

都市計画緑地があります。また、都市公園の分布、１人あたり面積（約 11 ㎡/人）は県内

でも高い水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

資料：春日井市資料(H29) 

■都市計画公園・緑地 

  

朝宮公園

落合公園 

大池緑地 

都市緑化植物園 

（９）  視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり 

ふれあい農業公園
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防災関連 

 

浸水想定区域 

 

本市では、庄内川、内津川及び八田川が氾濫した場合の浸水が想定されています。内津

川が氾濫した場合は、内津川東側のエリア及びＪＲ中央本線沿いにＪＲ勝川駅から神領駅

の区間で浸水が想定されています。八田川が氾濫した場合は、市南西エリアの浸水が想定

されています。また、庄内川が浸水した場合は、東名高速道路の西側、ＪＲ中央本線及び

ＴＫＪ城北線の南側のエリア一帯での浸水が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市提供(H29) 

■外水氾濫による浸水想定区域図 

  

（10）

１）

視点４：安全・安心な市街地の形成 
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地震防災 

 

「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」に基づき、過去地震

大モデルで震度を想定した場合、震度５強から６弱の揺れが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市提供(H29) 

 

 

 

■地震によって想定される震度（過去地震最大モデル） 

 

 

  

２）
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土砂災害警戒区域 

 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が市北東部で数箇所みられます。なかでも、

内津町内の県道内津勝川線沿道において一団で指定されている区域が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市提供(H29) 

■土砂災害警戒区域 

 

 

 

 

神屋町 
内津町

細野町

３）
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公共公益施設の現況 

 

主な公共施設の分布状況 

 

本市の公共施設は、ＪＲ勝川駅から春日井駅を中心とした地域や、高蔵寺ニュータウン

周辺に多く分布しています。一方で、昭和の時代から市街地を形成してきた牛山町、鷹来

町、坂下町等の市街化調整区域においても一定の施設分布が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市公共施設等マネジメント計画 

■主な公共施設の分布 

  

１）

（11）  視点５：既存施設の管理・更新費への対応 
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公共施設の維持管理の状況 

 

春日井市の公共施設は全 323 施設、総延床面積は、709,864 ㎡です。これら公共施設等

の建築物のうち、2016（平成 28 年）年度時点において、築 30 年以上の施設（1986（昭

和 61 年）年度以前に建てられた施設）の割合が約 61％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：春日井市公共施設等マネジメント計画 

■公共施設等建築物の年度別整備延床面積 

 

２）
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都市づくりの課題 

①人が行き交う駅周辺における魅力的な印象づくり 

②市街地内の駐車場などを活かしたにぎわい空間の創出 

③住宅地の提供にあわせた公園の整備と既存公園のリニューアル 

魅
力
づ
く
り 

④水と緑の豊かな自然の維持及び利活用 

①交通の円滑化に向けた都市基盤の形成 
移
動
環
境
づ
く
り 

②移動手段に応じた交通結節機能の強化 

視点ごとの捉えるべき事項 

①人口減少、高齢化社会への対応 

②居住の多様性（駅近居住、郊外型居住）への対応  

③形成してきた市街地内に有する資源(農地、空き地、空き家）

などを活かした転換促進 

住
ま
い
づ
く
り 

④ニュータウン等の既存ストックを活かした住宅のリニューアル

による循環の促進 

①市内事業の操業環境の向上 

②進出需要を取り込む柔軟な産業基盤の確保 

活
力
づ
く
り

①豪雨による浸水被害の軽減に向けた対応 

②発災時における安全な避難行動への対応 

安
全
・安
心
づ
く
り

③行きたい場所への選べる交通手段の確保 

④誰もが安全に歩ける歩行環境の確保 

持続可能な都市経営 

横断的な公共施設の効果的な維持・更新及び利活用 

③身近な施設等のバリアフリーの対応 

 

３ 都市づくりの課題 

 

都市づくりの課題 

 

都市づくりの課題は、捉えるべき社会潮流、現況調査における地域特性を整理するとともに、市民意見公募や地域懇談会などを参考に、対応すべき都市づくりの課題を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

○人口は、平成 27 年まで増加傾向であったが、今後は人口減少するとともに、高齢化が進行すると予測 

○市街化区域内の土地区画整理事業施行済区域を中心に人口が分布 

○世帯人員が減少しているほか、核家族世帯や単独世帯の割合が増加 

○過去 10 年間で、勝川駅や神領駅周辺地域などで人口増加率が高く、高蔵寺ニュータウンの一部や市街化調整区域の既存集落にお

いて減少率が高い 

○高蔵寺ニュータウンや市街化調整区域などで高齢化が進行 

○ＪＲ春日井駅や勝川駅の周辺、高蔵寺ニュータウンで高層の共同住宅が多い傾向  

○土地区画整理事業施行済の地域でも、農地などが多く残存 

○高蔵寺ニュータウンの日常的な買物は、団地内での移動が多いと想定される 

○基幹的公共交通カバー率が 66％（居住誘導区域に対して） 

○名鉄バス路線の区域を補完するように、かすがいシティバス、高蔵寺ニュータウン内をサンマルシェ循環バスが運行 

○通勤・通学の特性は、約半数が市内移動で、繋がりの強い市町は名古屋市、小牧市、瀬戸市などである 

○主要な交通軸である一般国道１５５号に未整備区間があるほか、市街化区域内においても一部未整備な都市計画道路が存在 

○市内の移動特性として、市北部の工業地への通勤移動や、一般国道１９号沿いに多く立地する商業施設や主要な病院が立地

する地域への市内移動が多く見られる 

○平成 22 年以降、製造品出荷額等が増加、事業所数は減少傾向 

○工業系の用途地域内には一団の未利用地がほぼない状況 

○就業人口は、減少傾向だが、Ｈ27 では増加に転じている 

○鉄道駅の乗降者数の合計は、1 日あたり約 15 万人であり、主要駅が地域の顔となるような魅力的な空間形成が必要 

 （主な駅：高蔵寺駅約 4 万、勝川駅約 3.5 万、春日井駅約 3.1 万、神領駅約 2.7 万） 

○土地区画整理事業を中心に基盤整備を行った経緯から、都市公園の分布、１人あたり面積は高い水準 

『視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり』に向け捉えるべき現状 

○庄内川、八田川、内津川が氾濫した場合の浸水予測において、市南西部の鉄道駅周辺の市街地部が浸水する予測  

○鉄道駅周辺において、階段や段差解消などのバリアフリー化の対応が必要 

○南海トラフを震源とする地震発生の懸念、甚大な被害の予測 

『視点４：安全・安心な市街地の形成』に向け捉えるべき現状 

『視点１：人口減少・少子高齢化への対応』に向け捉えるべき現状 

『視点２：産業の活性化』に向け捉えるべき現状 

○築 30 年以上の公共施設の割合が約 61％で既存施設の老朽化が進行 

『視点５：既存施設の管理・更新費への対応』に向けと捉えるべき現状 
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    地域懇談会の概要 

 

 ※完了後、整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 
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第２章 全体構想 

 

１ 都市づくりの基本理念・目標 

 
 

    基本理念 

 

本市は、名古屋市に隣接し、鉄道・道路・空港などの利便性の高い交通網と快適な都市

基盤を備えているほか、豊かな自然に恵まれたまちであり、中部圏を代表する住宅都市と

して発展してきました。 

そのなかで、現況と課題で示したとおり今後は、人口減少が予測されています。その減

少に少しでも歯止めをかけ、市民が住み続けたい、新たに住んでみたい“まち”を築いて

いくためにも、持続可能な都市づくりを目指していくことが必要となっています。 

そのため、今までに築いてきた都市の基盤、受け継がれてきた歴史と文化、川と山に囲

まれた豊かな自然を活かしつつ、今後訪れる人口構造の変化や様々な社会の変化に対応し

た戦略的なまちづくりを進めることで、まちと自然が調和し、「暮らしやすさと幸せをつな

ぐまち」を目指します。 

また、未来への活力を創出する産業のもと、誰もが働きやすいまちづくりを目指すとと

もに、市民一人ひとりが環境にやさしい行動を実践し、豊かな自然と快適な生活環境を次

世代につなぐ持続可能なまちづくりを目指します。 

本市が将来にわたって持続可能な都市であり続けるため、上記の考え方を踏まえつつ、

第六次総合計画の将来像と整合を図り、次のとおり都市づくりの理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）

 ⼼地よく住む にぎわいを⽣む 元気が集う かすがい
 ２０年後も変わらず誇れるかすがいでありつづけるために  

（案） 
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都市づくりの目標 

 

前述した都市づくりの基本理念『心地よく住む にぎわいを生む 元気が集う かすがい』

を目指し、都市づくりの目標を次に示します。 

 

 

本市は、土地区画整理事業の推進などにより、名古

屋市からの交通利便性を活かしたベットタウンとして

良好な住宅地を形成してきました。これら住宅地に住

む住民が多世代にわたり住み続けることができる良好

な住環境の形成を目指します。 

また、高蔵寺ニュータウンをはじめとする昭和 40 年

から 50 年代に開発された住宅地については、一部で

高齢化が進展しているほか、空き家なども増加しつつ

あることから、高齢者にやさしい住宅地や既存住宅の

リノベーションによる新たな価値の創造など、多世代

のニーズに応じた柔軟な住環境づくりを目指します。

さらには、今後予測されている人口減少へ対応するた

めにも、生活利便性の高い地域における空き地等の既

存ストックを活用した魅力的な住宅地の創出を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）

 

具体目標 

 今住んでいる人がこれからも住み続けたいと思うまちづくり 

 多様な居住ニーズに応じた、選べる住環境づくり 

 農地や空き地等を活用した良好な住環境づくり 

 住宅団地等のリノベーションなどによる流通促進 

区画整理地内の住宅地の写真 

高蔵寺ＮＴ内の写真 

目標１ 暮らしやすく居心地のよい住環境づくり 
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本市は、東名高速道路（春日井ＩＣ）、中央自動車道、

名古屋第二環状自動車道（勝川ＩＣ、松河戸ＩＣ）、一

般国道１９号や１５５号などの幹線道路網や県営名古

屋空港に隣接するなど利便性の高い広域交通環境を有

しています。一方で、これまでの自動車交通の増加や

本市を通過する流入交通等により、一部の幹線道路で

は日常的に渋滞が発生しています。 

そのため、市内及び近隣市町へ快適な移動ができる

交通環境の提供に向けた道路交通網の充実を目指しま

す。 

また、通勤・通学流動において名古屋市や小牧市と

のつながりが強い本市においては、鉄道駅の利便性向

上が重要となることから、安全で利用しやすい交通結

節機能の充実を目指します。さらには、過度に自動車

に依存せず、快適に暮らせる便利な移動環境の形成に

向け、各種施設を中心とした市内のバスネットワーク

を充実させるほか、安全な歩行環境の形成を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 誰もが便利で利用しやすい交通環境づくり 

 

具体目標 

 市内及び近隣市町へ移動しやすい自動車交通環境の整備 

 主要駅における交通結節点の整備 

 多様な交通手段が選択できる環境の整備 

 安全に歩ける歩行空間の形成 

 

幹線道路の写真 

ＪＲ春日井駅前広場 

（バスあり）の写真 
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本市は、県営名古屋空港が隣接しているほか、高速

道路や幹線道路により利便性の高い広域交通網を有し

ているなど立地環境として恵まれた条件を有しており、

食品、印刷、製紙、住宅、電子産業等、幅広い産業集

積があり、引き続き、立地企業の定着を目指します。 

また、利便性の高いインターチェンジ周辺や主要幹

線道路沿道などの交通基盤施設が充実した地域におい

て、多様な主体・手法により企業用地の確保を図りつ

つ、幅広い産業がバランス良く立地する環境を活かし

た、様々な業種の企業誘致を効率的に進め、雇用の増

加とともに、市内企業の流出防止と投資拡大、市内企

業間取引の拡大などを図り、地域経済の好循環に取り

組み、さらなる経済成長を目指します。 

 

 

 

 

 

  

 

具体目標 

 産業の振興に向けた選ばれる産業用地の創出 

 企業の誘致や既存の立地工場の操業環境向上に必要な都市基盤の整備 

王子製紙の写真 

インター周辺の写真 

目標３ 元気で安定的な産業基盤づくり 
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本市は、ＪＲ中央本線や名鉄小牧線などが運行して

おり、多くの鉄道駅を有しています。鉄道駅は、日々多

くの市民が行き来する空間であり、それぞれの地域の

象徴となる場所となっています。そのため、快適な駅周

辺の滞留空間の充実を目指すほか、空き店舗などの効

率的な循環を図ることで空き店舗などを減らし、駅利

用者が日常生活の中で立ち寄りたくなる魅力的なにぎ

わい空間の形成を目指します。 

今までに整備してきた公園や緑道のほか、庄内川な

ど、子どもの遊び場や地域住民の交流、憩いの場を確

保し、子育て世代が利用しやすい環境の充実を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、庄内川や内津川など多くの一級河川・準用

河川を有しています。河川は、良好な自然景観や生活

に潤いを与えることができる一方で、近年の異常気象

に伴う集中豪雨により、市民の生命と財産を脅かす側

面を有していることから、洪水時の被害を 小限にす

るための防災・減災に向けたまちづくりを目指します。 

また、発生が懸念される南海トラフ地震を含め、災

害時に迅速かつ安全に避難行動ができるよう、地域住

民のつながりを活かした避難体制の構築を目指します。 

 

 

 

 

目標５ 災害に強いまちづくり 

 

具体目標 

 駅周辺の魅力を高めるための空間の形成 

 歩きたくなる・立ち寄りたくなるまちなか空間の創出 

 誰もが利用したくなる公園機能の維持・拡充 

 憩いと潤いが感じられ、自然が体感できる空間の維持・創出 

 

具体目標 

 大規模自然災害等の被害の軽減に向けた都市基盤の整備 

 発災時における迅速かつ安全な避難行動に向けた体制の構築 

ＪＲ勝川駅周辺の店舗 

調整池の写真 

朝宮公園のパース 

目標４ 思わず立ち寄りたくなるまちなかづくり 
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105,000

120,000

135,000

150,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

2020 2025 2029

（世帯）

世帯数

実績値 推計値

 

２ 将来フレーム 

 
 

    人口フレーム 

 

将来人口の見通しについては、国土交通省の都市計画運用指針により「国立社会保障・

人口問題研究所が公表している将来推計人口を採用又は参酌すべき」とされていることか

ら、将来目標人口は、社人研の将来推計人口を基に設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    世帯フレーム 

 

将来世帯数の見通しについては、過去の世帯数の推移をもとに将来世帯人員の見通しを

検討し、次のとおり設定しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

266,599

277,589

287,623

295,802

305,569

306,508
304,899

299,843

293,930

309,579

308,917 308,387
310,242 310,923

308,478
304,672

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

2020 2025 2029

（人）

（年）

国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成30年推計）

春日井市総合戦略（人口の将来展望）

国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成25年推計）【第六次総合計画・立地適正化計画の推計値】

実績値 推計値

資料：【2015以前】国勢調査（Ｈ7～Ｈ27）

【2020以降】国立社会保障・人口問題研究所による推計値

（１）

（２）

資料：国勢調査（H2～H27）、推計値は H2～H27 の実績値をもとに回帰式（トレンド推計）にて算出 

■世帯数の推移 

■人口の推移 
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    産業フレーム 

 

工業フレーム 

 

  

※調整後、整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

商業フレーム 

 

 

※調整後、整理します。 

 

 

 

 

 

  

１）

（３）

２）



 

2-8 

 
 

    土地利用フレーム 

 

住宅地フレーム 

 

 

※調整後、整理します。 

 

 

 

 

 

 

工業地フレーム 

 

 

※調整後、整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業地フレーム 

 

 

※調整後、整理します。 

 

 

 

 

 

  

１）

（４）

２）

３）
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３ 将来都市構造 

 
 

    基本的な考え方（“これまで”と“これから”） 

 

  本市はこれまで、名古屋市からの交通利便性を活かし、鉄道駅から効外に広がる形で着

実な住宅基盤の整備を進め、名古屋圏を代表する住宅都市として発展してきました。 

しかし、今後は人口減少社会の到来や少子高齢化の進行が予測されているほか、これま

でに整備した市街地などでは空き地や空き家が発生しつつあるなど、今後の人口構造の変

化や社会の多様化に対応した都市構造への転換が必要となっています。 

このため、これからの都市構造は、鉄道駅等を中心とした利便性の高い地域において集

約型の都市構造を目指すほか、まちなかへ移動しやすい「公共交通ネットワークづくり」

を目指します。また、移動利便性の高い公共交通ネットワーク周辺において形成されてい

る利便性の高い居住地を維持するため、生活利便施設の維持・誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの市街地形成 目指す都市構造のイメージ 

（１）

人口密度が高い地域は生活利便性を維持 

市街化区域を中心に 

均一的な住宅市街地を

形成してきた 

自動車に依存しなくても快適に暮らせる 

都市構造を構築 

●利便性の高い交通結節点周辺に都市機能を集約 

●鉄道駅やバス路線沿線などの人口密度が高い地域

は生活利便性を維持・向上 

●鉄道駅周辺は、利便性を活かした住宅地の形成 

 その他の住宅地はゆとりある住環境を維持 

交通結節点周辺に都市機能を集約 

交通結節点周辺の低密度な地域は、基盤整

備により人口密度を高める 

人口密度が高い市街地 

その他の住宅地 

その他の地域 
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    将来都市構造 

 

   将来都市構造は、前述した考え方をもとに、都市機能の維持・集約を目指す拠点と資源の保全・活用を目指す軸を各地域に位置づけるとともに、これまでの市街地形成を踏まえた適正な土地利用のゾーニン

グを位置づけ、次のとおり図示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃花台ニュータウン

小牧南 

土地区画整理 

至 多治見市 

ふれあい農業公園 

春日井市民病院 

朝宮公園 

吉根・志段味地区 

（２）

◆将来都市構造の構成要素の概要 

種別 位置づけ 

 工業ゾーン 
工場地として利便性を高めるための土地

利用を誘導する地域を目指します 

 
住工調和 

ゾーン 

工場などの緩衝緑地や敷地内緑化を充実

させ、住環境と調和した職住近接の地域を

目指します 

 住宅ゾーン 
良好な住環境を形成するための土地利用

を誘導する地域を目指します 

 

商業ゾーン 

土地の高度利用を図り、商業などの利便

性を高めるための土地利用を誘導する地域

を目指します 

 公園・緑地 

ゾーン 

自然資源を保全するとともに有効に活用

し、憩いを与え交流の場となる公園・緑地

の形成を誘導する地域を目指します 

 

都市交流拠点 

鉄道駅やバスターミナルを中心とした交

流の玄関口となる拠点として、日常生活の

利便に資する商業の集積を図ります。ＪＲ

春日井駅周辺及びＪＲ勝川駅周辺について

は、鳥居松周辺にかけて行政、文化施設の

集積も図ります 

 

緑の拠点 

自然レクリエーションの中心となる拠点

として、四季折々の花木や草花を観賞でき

るなど自然とふれあうことのできる場の形

成を図ります 

 
広域交通拠点 

都市間の広域交通の拠点として、インタ

ーチェンジ周辺という交通利便性を活かし

た産業の形成を図ります 

 

地域交通拠点 

地域の交通の拠点として、多様なバス路

線が集積するターミナル的な施設周辺を位

置づけ、交通の拠点としての機能をあわせ

持った機能の維持・充実を目指します 

 
産業誘導 

ゾーン 

新たな産業系の土地利用を誘導する地域

として、周辺の環境に配慮した地区の形成

を目指します ※区域は現計画の状態であり、今後、

区域の拡大・縮小等を検討し変更する予定 

 
うるおい軸 

水と緑に親しめる憩いの場となるよう、

魅力ある空間として整備を促進する河川や

緑道 

 
緑のスカイラ

イン 

緑を保全し、連続性のある稜線のスカイ

ラインを守る地域 

 市街化区域 市街化を促進する区域 

 

大池緑地 

落合公園 

都市緑化植物園 
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①商業系地区 

②工業系地区 

③住居系地区 

④沿道複合用途地区 

⑤農業・森林地区 

⑥効外型住宅地区 

⑦産業誘導地区 

 

４ 分野別のまちづくり方針 

 
 

    土地利用 

 

 

鉄道駅周辺など利便性の高い地域を中心に都市機能を誘導することで、都市構造の実現

を図るとともに、公共交通の利便性の高いエリアへの居住の促進を図ります。 

また、地域の特性に応じた都市環境を形成するため、必要に応じて適正な用途への純化

を図るとともに、ＪＲ春日井駅周辺をはじめとする鉄道駅周辺の地域における高度利用化

を図ります。生産緑地等の優良農地については、都市環境の向上に資する資源として保全

します。 

そのほか、幹線道路沿道の利便性の高い商業施設の維持を図るとともに、駅周辺等の人々

の行き来が多い地域については、魅力的な施設誘導に向けた土地利用を図ります。 

工業団地をはじめとする既存の工場集積地については、産業振興の拠点として既存機能

の維持を図るほか、市街化調整区域でありながら春日井インターチェンジや幹線道路沿道

等の立地として優位性が高い地域については、周辺環境に配慮しつつ、工業系の土地利用

の誘導を目指します。 

市街化調整区域に形成されている戸建てを中心とした既存の住宅地については、田園環

境と調和した良好な住宅地としての維持・形成を図るほか、生活サービス施設の維持・誘

導に努めます。 

 

 

 

 

  

（１）

基本的な考え方 

施策の分類 

市街化区域 

土地利用 

市街化調整区域 



 

2-12 

 

 

 

 

 

   商業系地区 

【都市交流拠点周辺】 

 ・本市の中心部である市役所からＪＲ春日井駅周辺にかけては、本市の顔となる拠点と

して、行政、文化施設や商業施設などの集積を図ります。また、ＪＲ春日井駅周辺に

ついては愛知県が定める都市計画区域マスタープランにおいて、尾張地区の広域的な

拠点としても位置づけられており、広域的な交通結節点としての機能の充実を図りま

す。また、駅周辺等の高度利用の促進に向けた都市計画の見直しを検討します。 

 ・ＪＲ勝川駅及び神領駅周辺、ＪＲ高蔵寺駅周辺や名鉄味美駅及び春日井駅周辺、高蔵

寺ニュータウンセンター地区は、それぞれの周辺地域における利便性の高い交通結節

点として、周辺住民はもとより通勤・通学利用者の利便に資する都市機能や生活利便

施設の集積を図ります。 

【その他の地域】 

 ・既存の商店街などについては、地域の特性を活かしながら、住民ニーズに応える商業

機能の充実を図ります。 

 

   工業系地区 

 ・古くからの工業地である王子地区を始め、鷹来地区、長塚・愛知地区、追進・御幸地

区、神屋地区、明知地区、高森台地区、美濃地区から県営名古屋空港周辺などの既存

工業地については、今後とも周辺への環境に配慮した工業系地区として形成を図りま

す。 

  

１ 

市街化区域 １）

施策の方針 

２ 
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   住居系地区 

 ・鉄道駅周辺など利便性の高い地域を中心に、土地区画整理事業による良好な住環境の

形成を促進します。 

・鉄道駅やバス停の徒歩圏などの交通利便性の高い地域については、土地の高度利用を

図り、共同住宅、店舗、事務所などが共存する利便性の高い住居系土地利用の維持・

形成を図ります。 

・戸建て住宅が建ち並ぶ既存の良好な住宅地については、住環境の維持・改善に向け、

地区計画制度の活用など地域の特性に合った土地利用の維持・誘導を図ります。 

・高蔵寺ニュータウンについては、周囲を緑に囲まれた良好な自然を活かしつつ、居住

者の年齢構成の変化や建物の老朽化等に対応した効果的な住宅地の循環を図り、住宅

地としての新たな魅力を創造して、一団の住宅地としての活力の維持・向上を図りま

す。 

・今後の人口減少に伴い増加が懸念されている空き地や空き家のほか、土地区画整理事

業などで基盤整備済みの地域において有効活用されていない土地については、住宅や

店舗への転換など住環境の維持に向けた有効活用を検討します。 

・市街化区域内に残る良好な農地については、農業の利便の増進と低層住宅に係る良好

な住環境保全を図ります。 

・用途地域と土地利用現況に乖離がある地域の用途純化を検討します。 

 

   沿道複合用途地区 

 ・一般国道１９号や１５５号などの主要幹線道路の沿道周辺については、幹線道路の後

背地に広がる住宅地の住民にとって利便性の高い地域となるよう、魅力的な生活サー

ビス施設の維持・誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

４ 
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   農業・森林地区 

・優良な農地については、生産機能に加え、保水機能や都市緑地としての機能など、都

市計画の観点からも重要であることから、その保全に努めます。また、遊休化しつつ

ある農地については、地域農業の担い手を育てる学習農園や休憩所などレクリエーシ

ョン施設としての転換を図るなど、有効活用について検討します。 

・都市緑化植物園や少年自然の家などを含む自然公園に指定された区域は、築水池周辺

のシデコブシ自生地など身近で貴重な自然環境として宅地開発を抑制するとともに、

東海自然歩道などを活用して、市民が自然を楽しむことができる場としての充実を図

ります。 

  

   郊外型住宅地区 

・一団の住宅団地を含む既存の住宅地については、人口の動向や世帯の年齢構成の変化

に伴う経年的な地域の変化を適切に捉え、持続的な地域コミュニティの形成に向けた

住環境の保全に努めます。 

 

   産業誘導地区 

・既存工場が建ち並んだ幹線道路沿道周辺や交通利便性の高いインターチェンジ周辺な

ど、新たな産業用地需要が高く、事業性が見込まれる地区を、市街化区域への編入を

基本としつつ、「産業誘導ゾーン」として位置づけ、周辺の自然や住環境への配慮と

調和を図りながら、計画的に産業機能を誘導します。また、都市活力の増進や地域活

性化を目的とした良好な工業系の開発については、建築物の用途や道路施設などを適

切に配置した地区計画などにより、これを許容していきます。 

 

 

 

  

５

市街化調整区域 ２）

６ 

７ 
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①新市街地整備 

②既成市街地整備 

③住宅供給 

④住環境整備 

⑤下水道 

⑥その他供給処理施設 

 
 

    市街地整備・住環境整備 

 

 

移動利便性の高い鉄道駅周辺を中心に、都市機能と居住の誘導による良好な市街地の形

成を図るため、道路、公園、排水施設等の一体整備が可能となる土地区画整理事業や市街

地再開発事業などの面的整備手法による市街地整備を促進します。 

また、子育て世代や高齢者等の快適な移動環境の提供に向け、駅前広場の整備やバリア

フリー化などによる交通結節点の機能強化、充実を図ります。 

住環境整備は、空き地や空き家の有効活用を促進し、人口密度が維持された住宅地の形

成を図り、居住の好循環を促進します。 

そのほか、通学路における児童・生徒の安全確保、歩行者、自転車・自動車利用者をは

じめ、誰もが安全・安心で快適に移動できる道路空間の形成を図ります。 

 

 

 

 

  

（２）

基本的な考え方 

施策の分類 

市街地整備 

市街地整備・住環境整備 

住環境整備 
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   新市街地整備 

・鉄道駅周辺を中心に、基盤整備が十分に整っていない市街化区域において、土地区画

整理事業や市街地再開発事業の促進を図ることで良好な市街地の形成を図ります。ま

た、都市計画決定され、相当期間未着手になっている市街地開発事業区域について

は、必要に応じて見直しを検討します。 

  ・今後、計画的な市街地整備を行う地区は、農林業などの調整を行い、その整備の見通

しが明らかになった段階で、想定した人口や産業の範囲内で、随時、市街化区域に編

入し、良好な市街地整備を図ります。 

 

   既成市街地整備 

・名鉄味美駅や春日井駅周辺において、快適な歩行環境を確保するため、駅舎や駅前広

場のほか、公共施設や商業施設の歩道などについてバリアフリー化を推進します。 

・鉄道駅の利便性向上に向け、自転車の利用状況に応じた適切な駐輪場整備を図ります。 

・まちなかは、商業、医療、福祉、行政などの生活利便施設が充実しており、居住の需

要が高い地域であることから、子供から高齢者までが安全・安心に生活できる環境づ

くりを進めるとともに、多様化する市民のライフスタイルに合った住まいづくりを促

進します。 

・基盤整備の実施により市街地形成が図られている地区においては、地域住民との協働

により地区計画などを活用し、快適な市街地環境の維持・向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

市街地整備 １）

施策の方針 

２ 
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   住宅供給 

・歩いて暮らせる便利な住宅地の供給に向け、主要駅周辺における都市型住宅の供給促

進を図り、まちなか居住を促進します。 

・比較的市街地形成の新しい地域、高蔵寺ニュータウン等の成熟した住宅地、中部大学

周辺の若い世代のニーズが高い地域など、地域によって住宅地としての特性が異なる

ことから、若者の単身世帯、子育てファミリー世帯、高齢夫婦世帯といった世帯構成

に応じた多様な居住ニーズに対応できる住宅供給を誘導します。 

・今後の更なる高齢社会の到来に対応するため、サービス付き高齢者向け住宅の誘導な

ど、住宅地の好循環を図ります。 

・セーフティネットとしての役割を担う公営住宅については、既存ストックの質的向上

を目指して、老朽住宅の建替のほか、借上公営住宅制度の活用などを推進します。 

・高蔵寺ニュータウン内の住宅地については、住みたくなる住宅地の再生に向け、リノ

ベーションによる付加価値の高い住宅の提供と、生活に楽しみを与えられる施設整備

を促進します。 

 

   住環境整備 

・安全でゆとりある住環境の確保や近隣環境との調和を図るため、開発などに対しては

適切な指導を行います。 

・基盤整備が十分に行われておらず狭あいな道路などが残る地区においては、街づくり

支援制度を活用することにより、地域住民との協働による住環境の整備・改善を図り

ます。 

・居住者が安心して生活できる住環境の維持に向け、空き家の発生抑制や安心して歩け

る生活道路の確保など、犯罪が起こりにくい環境づくりを目指します。 

 

 

 

  

３ 

住環境整備 ２）

４ 
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   下水道 

・都市基盤整備の進捗状況や社会的状況の変化を考慮しながら、公共下水道と合併処理

浄化槽を併用した汚水処理の検討や公共下水道の計画区域などの見直しを行います。 

・浄化センター、ポンプ場、雨水調整池のうち、既に供用開始している施設について

は、社会的状況の変化に対応した流入量の見直しを検討します。 

・汚泥の減量化や資源化を推進するための方策を調査検討します。また、浄化センター

における高度処理化を進めます。 

・下水道処理施設や汚水・雨水管の計画的な更新を行うとともに、災害時にもその役割

を果たすよう耐震化を推進します。 

・処理場やポンプ場の上部を広場として利用するなど、下水道施設の有効利用の検討を

行います。 

 

   その他供給処理施設 

・環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指し、資源再利用施設の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 

６ 
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    道路・交通 

 

 

道路は、東名高速道路、中央自動車道や名古屋第二環状自動車道、主要幹線道路である

一般国道１９ 号、１５５ 号や３０２ 号などを軸に、県道や主要な市道により、充実した

道路網が形成されています。この恵まれた交通条件を活かし、多様な産業の創出や災害に

強い交通体系の構築に向け、都市計画道路の未整備区間をはじめ、これらの幹線道路を補

完する道路の整備を進めます。また、円滑な自動車通行環境を確保しつつ、道路空間の再

配分による新たな公共空間の創出を検討します。 

鉄道は、市民の生活スタイルに応じた利便性の高いサービスの提供に向け、鉄道駅への

乗換え利便性の維持・充実を図ります。 

バスは、利用環境の向上のため、バス待ち環境の改善やⅠｏＴ技術を活用した利用しや

すい運行サービスの提供を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）

基本的な考え方 

施策の分類 

道路・交通 

①幹線道路 道路 

②生活道路 

③自転車歩行者道 

④公共交通機関 

⑤鉄道駅及び駅前広場 

⑥駐輪場 

交通 
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   幹線道路 

・春日井インターチェンジ周辺の渋滞緩和を図るため、一般国道 155 号のバイパス機

能を有する主要幹線道路として北尾張中央道の整備を促進します。 

・まちの骨格となる幹線道路である河北線、一宮春日井線及び犬山春日井線の整備を促

進するとともに、鷹来線及び高座線の整備を推進します。 

・道路整備を取り巻く社会経済情勢の変化や未着手の道路の必要性などを検証し、都市

計画道路の見直しを検討します。 

・想定される橋梁の老朽化に対応するため、従来型の事後的な修繕・架替えから予防的

な修繕・計画的な架替えへと円滑な方針転換を図り、橋梁の長寿命化及び橋梁の修

繕・架替えにかかるコストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保

します。 

 

   生活道路 

・既成市街地や集落内の生活道路は、地域に密着した道路として、地域住民の協力を得

ながら整備に努めます。 

 

   自転車歩行者道 

・鉄道駅周辺など自転車や歩行者が多く行き来する地域の幹線道路について、自動車交

通状況を踏まえつつ、地域の回遊性と魅力の向上に向け道路空間の再配分を検討しま

す。 

・環境にやさしく身近な交通手段である自転車と歩行者が共存できるように、カラー舗

装の利用などによる歩道の整備に努めます。また、通学路交通安全プログラムに準じ

て通学路の歩行環境の向上を図ります。 

・尾張広域緑道やふれあい緑道などの緑道については、自転車や歩行者が安全で快適に

移動することができるネットワークとして活用を図ります。 

 

 

  

１ 

道路 １）

施策の方針 

２ 

３ 
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■道路整備の方針図 
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   公共交通機関 

・周辺都市を結ぶ鉄道と地域の生活交通であるバスに円滑な乗換えができるよう、相互

の連携を図ります。居住地と拠点間や拠点間相互の移動利便性を確保するため、基幹

的なバス路線についてニーズに応じたサービス水準の確保・向上を図るほか、バスの

速達性・定時性の確保のための公共車両優先システム（優先レーン、優先信号制御

等）の導入を検討します。 

・基幹的なバス路線を補完する形で運行する生活交通の役割を担うバス路線について

は、住民の移動特性や地域ニーズに応じた運行形態、効率的な運行のあり方を検討し

ます。そのほか、自動運転など新たな交通手段のあり方を検討します。 

 

   鉄道駅及び駅前広場 

・ＪＲ勝川駅や春日井駅及び名鉄味美駅をはじめとする鉄道駅周辺は、都市間交流を活

性化するための都市機能の集約を図るとともに、生活利便施設の増進を図ります。 

・名鉄味美駅については、関係機関との協議により駅東側から駅舎への乗り入れ口の整

備を進めます。 

・ＪＲ高蔵寺駅は、立体道路制度による土地の有効活用を検討するなど、駅前広場の利

便性向上を図ります。 

・鉄道駅及び駅周辺整備にあたっては、すべての利用者が快適に安心して利用できるよ

う、交通事業者と協力しながら、バリアフリーの考え方を取り入れた改善・整備を行

います。 

・現在、駅前広場が設置されていない名鉄牛山駅及び間内駅については、将来の市街地

形成に対応して、アクセス道路を含めた駅前広場の設置について調査・検討します。 

 

   駐輪場 

・名鉄春日井駅などの鉄道駅については、今後の駐輪需要に対応した整備を進めます。 

・バスの乗換え環境向上を図るため、路上駐輪場の設置や快適にバスを待つことができ

る待合環境の確保など、バス停の利用特性に応じたバス停周辺環境の整備を検討しま

す。 

 

 

 

 

 

４ 

交通 ２）

５ 

６ 
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■公共交通の方針図（調整中） 
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①公園 

②緑地・河川 

③都市緑化 

④市街地景観 

⑤自然景観 

 

 

    公園・緑地・都市景観 

 

 

既存の公園・緑地については、適切な維持管理を行うとともに、民間活力の導入も視野

に利用ニーズに応じた公園のリニューアル及び利活用を図ります。また、今後も土地区画

整理事業に合せた計画的な公園整備を推進します。 

また、潤いのある市街地形成において重要な役割を担う緑化の推進に向け、公共施設な

どにおいて緑化を推進するとともに、民有地や工業地の緑化について誘導します。 

住宅地については、地域主体での地区計画の策定などにより良好な都市景観の形成を誘

導するとともに、都市交流拠点は多くの人々が行き交う場所であることから質の高い市街

地景観の形成に努めます。 

河川については、治水対策整備の促進とあわせ、景観や生態系に配慮しつつ自然とふれ

あうことのできるやすらぎと憩いの空間として整備を図ります。 

 

 

 

 

 

  

（４）

基本的な考え方 

施策の分類 

公園・緑地 

公園・緑地・都市景観 

都市景観 
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   公園 

・市民の多様なレクリエーション需要に対応した朝宮公園やふれあい農業公園などの大

規模な都市公園を、緑の拠点として位置づけます。 

・街区公園、近隣公園や地区公園などの地域に身近な公園については、子どもの遊び場

や高齢者の憩いの場として、施行中の市街地整備とあわせ整備を推進します。 

・朝宮公園は、運動環境の充実を図るとともに、市民のスポーツ振興と健康増進の面を

あわせ持った身近で多世代が利用しやすい施設の充実を図ります。 

・整備から長期間経過した公園については、利用状況や地域住民のニーズも変化してい

ることから、遊具のリニューアルなど公園機能や配置のあり方について検討します。 

・豊かな自然に親しむことのできる都市緑化植物園と少年自然の家の一体利用を検討し

ます。 

・自然を体験できるふれあいの場を創出するため、公園へのビオトープの導入など、環

境について学ぶ場の充実を検討します。 

・公園の管理は、安全で快適な利用環境の提供に向け、長寿命化計画による計画的な維持

管理を推進するとともに、市民組織との協働による効率的な維持管理を推進します。 

 

   緑地・河川 

【緑地】 

・市街化区域内の生産緑地地区や市街化調整区域内の優良な農地などについては、保水

機能や潤いのある緑地機能として保全に努めます。 

・東部の森林地域は、自然環境の保全に努めます。 

・地域の貴重な自然の生態系を守るため、自然環境保全地区や自然環境ふれあい地区、

指定希少野生動植物種の指定を行うとともに、外来種対策を検討します。 

・自然や緑地の保全活動を、市民と連携して推進します。また、里山や鳥獣保護区の保

全に努めるとともに、採石場などの植生回復を促進します。 

・市街地周辺部の斜面緑地や自然的に価値の高い樹林地などの緑地は、緑豊かな環境と

して保全するよう誘導します。 

【河川・ため池】 

・庄内川や内津川、築水池などの河川・ため池については、市民に潤いをあたえる水辺

の自然環境として保全に努めます。 

 

１ 

公園・緑地 １）

施策の方針 

２ 
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・自然とふれあい親しめる良好な水辺環境の形成に努め、市街地及び周辺部の河川整備

にあたっては、自然環境の復元、護岸の親水性や景観への配慮、残された自然環境の

保全や親水施設の充実などを治水事業とあわせて促進します。 

 

   都市緑化 

【民有地の緑化】 

・緑化推進の組織づくりや緑化ボランティアの育成を進め、市民による花植えや植樹な

どの緑化活動を促進します。 

・緑化イベントの開催や緑の愛護運動の展開など、緑化に対する市民意識の高揚を図り

ます。 

・周辺への影響の大きい大規模な工場や事業所、住宅団地などについては、緑化地域の

指定の検討、緑化の推進に関する指導要領の運用及び緑地協定制度の活用などによ

り、適切な緑化誘導を図ります。 

【公共空間の緑化】 

・緑豊かで潤いのある快適な環境を創出するため、土地区画整理事業等にあわせた緑道

の整備や学校などの公共施設の緑化を推進します。 

・公園樹木や既存道路の街路樹については、空間の安全性や視界の確保を図るため、必

要に応じた伐採や更新による安全管理を推進します。 

・緑地・緑道として位置づけられた河川沿いの水辺空間については、貴重なオープンス

ペースとして親水性や生態系の保全に配慮した緑化を行うとともに、河川敷の公園化

や散策路の整備に努めます。 

・みずすまし緑道やふれあい緑道などの緑の拠点を結ぶ緑化空間については、緑のうる

おい軸としての緑のネットワーク化を推進します。 

 

 

  

３ 
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■公園緑地の方針図 
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   市街地景観 

・本市の玄関口となる鉄道駅周辺の市街地景観は、市民以外も多く利用する本市の顔と

なる空間であるため、違法な屋外広告物の除却、景観に関する意識啓発など市民や事

業者等との協働による景観まちづくりの推進に努めます。 

・地域をつなぐ幹線道路や緑道では市街地と自然地を結ぶ緑のネットワークとして、歩

行環境の維持や適切な緑の維持管理を図ります。 

 

   自然景観 

・日常生活に身近な河川を活かした水と緑の景観形成や緑と親しむことができる歩行者

空間づくり、並木づくりなどの緑のネットワークの形成に努めます。 

・市街地の眺望に潤いをもたらす東部丘陵などの自然景観を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 

都市景観 ２）

５ 
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①都市防災 

 

    都市防災 

 

 

都市化による雨水流出量の増加や局地的な豪雨などによる都市型水害対策として、雨水

の流出抑制対策や調整池の整備により、浸水被害の軽減を図ります。 

木造家屋が密集している既成市街地については、生活道路の拡幅等を推進するとともに、

民間木造住宅の耐震化の促進や、空き家の所有者等への適切な管理の周知など、防災機能

の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   都市防災 

【水害対策】 

・局地的な集中豪雨による浸水被害の軽減のため、八田川など計画的な河川改修の促進

をするとともに、排水路や公共下水道、ポンプ場などの整備を推進します。 

・集中豪雨に備えるため、市民や事業者に向けた啓発活動などにより、雨水貯留浸透施

設の設置などを促進し、市街地の保水性の向上を図ります。 

・東海豪雨のような集中的な大雨に備えるため、大山川、西行堂川及び地蔵川が含まれ

る新川流域の治水対策を促進します。 

【地震・火災対策】 

・将来発生が予想される南海トラフ地震などに備え、耐震に配慮した住宅供給や「耐震改

修促進計画」に基づく建築物の耐震化を促進します。また、地震などによる火災の延焼

被害の軽減を図るため、延焼遮断機能を有する都市計画道路の整備を推進します。 

・古くからの木造住宅の多い地区などの、災害時の危険が高い地域においては、防火地

域や準防火地域の指定を検討し、建築物の不燃化を促進します。 

・災害時の安全性を確保するため、避難路・避難地としての機能を有する道路・公園の

整備を推進するほか、災害時における 低限の生活を確保するため、上下水道などの

ライフラインや避難地となる公共施設などの耐震化を推進します。 

 

（５）

基本的な考え方 

施策の分類 

都市防災 

１ 

都市防災 １）

施策の方針 




